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 【働き方改革の推進】① 雇用環境・均等の分野 

－１－ 

  大阪働き方改革推進会議の取組 

平成28年10月31日に開催した第2回大阪働き方改革推進会議において策定した具体的な取組の進め方を示したロードマップを含む基本方針に基づき、
働き方改革の取組を推進している。 

主な新たな取組 

池田泉州銀行が厚生労働省の認定
企業等を対象に融資面での支援を
開始（Ｐ２） 

障害者雇用に 
関する事業主 
指導ローラー 
作戦実施中 

「近畿ブロック外国人留学生 
合同企業説明会2017」を 
平成29年5月開催 

「就労型インターン
シップ」モデル事業
を平成29年度実施 

「介護労働に関する 
作業部会」を開催（Ｐ２０） 

大阪働き方改革の推進に係る関係
機関の情報を集約して当局ホーム

ページに近日公開予定 

主な新たな取組 

ロードマップによる全関係機
関の施策の進捗管理を実施 



 【働き方改革の推進】② 雇用環境・均等の分野 

－２－ 

  金融機関との連携 

平成28年8月2日に大阪信用金庫と、同年10月21日に池田泉州銀行と、同年10月25日にりそな銀行、近畿大阪銀行と働き方改

革にかかる包括連携協定を締結しました。協定締結後、「働き方改革・助成金等勉強会」を継続的に開催し、金融機関を通じた
広報を拡大しています。 

金融機関による働き方改革推進
企業への融資面での支援 

池田泉州銀行がくるみん・えるぼし・ユース
エールなど厚生労働省の認定企業や雇用
関係助成金を受給した企業を対象に人財活
躍応援融資「輝きひろがる」の取扱開始。 

「働き方改革・助成金等勉強会」の開催 

「働き方改革・助成金等勉強会」を大阪信用金庫
に対し３回、りそな 
銀行、近畿大阪 
銀行に対し1回開 
催しました。 

継続的に開催 
予定です。 

金融機関の広報媒体を活用した広報 

各金融機関において、労働局の施策やセミ
ナーの実施等について、広報紙への掲載、
リーフレット、ポスターの 
掲示、店舗モニターでの 
表示等を行っています。 

店舗へのリーフレット 
の設置→ 

店舗モニター 
への表示↓ 

広報誌への掲載
→ 

連携の 
効果 

・ 金融機関の職員のアドバイスを受けた事業主から助成金の申請 
・ 中小事業主がストレスチェックの実施方法について金融機関へ相談など労働局の所管業務の相談を受けた金融機関が 
 労働局へ橋渡し 
・ 監督署、安定所、金融機関の各支店で連携したセミナー等を開始（平成29年3月16日から） 全国初！ 



  大阪労働局働き方改革推進本部の取組 

 【働き方改革の推進】③ 雇用環境・均等の分野 

－３－ 

リーディングカンパニーへの直接要請 働き方改革セミナー 

 平成27年に設置した大阪労働局働き方改革推進本部の取組として企業トップ
の発意による働き方改革の推進を啓発するために、地域における他の企業等へ
の影響力が特に大きいリーディングカンパニーに対し、局幹部が働き方改革の
推進について直接要請を行っている。 
 業種ごとの業界団体のトップ企業等を中心に、局長を中心に各部長が訪問・
要請を実施し、合わせて働き方改革宣言の募集も行っている。 
  

 
１．「均等・両立推進企業表彰」受賞企   
 業ご紹介 
   株式会社池田泉州銀行 
   塩野義製薬株式会社 
２．改正育児・介護休業法等について 
  ～雇用環境・均等部～ 
３．無期転換ルールと高齢者の特例 
  ～雇用環境・均等部～ 
４．取組企業による事例発表 
   武田薬品工業株式会社 
   株式会社池田泉州銀行 

プログラム 

○平成28年度第２回働き方改
革セミナーを開催し、企業担当
者など約２００名が参加 

武田薬品工業株式会社 
働き方改革に向けたこれまでの取組
の変遷、現在取り組んでいるフレキシ
ブルワーク、年休取得推進策につい
ての事例を発表 

株式会社池田泉州銀行 
女性の活躍推進、グローバル人材
の育成を通じて、多様な人材が能
力を十分に発揮できる、職員が働
き甲斐のある誇れる職場づくりを目
指す活動事例を発表 働き方改革宣言募集↑ 

要請書↑ 

平成２７年推進本部の設置以降、局長、
総務部長、雇用環境・均等部長、労働基
準部長、職業安定部長が、７４社に対し
直接要請 
      （平成２９年１月末時点） 



 【働き方改革の推進】③ 雇用環境・均等の分野 

－４－ 

過重労働の解消のための働き方・休み方の改善の促進 

 （ワークショップによる取組） 

○過重労働の改善の取組手法として、ワークショップ（体験参加型の講習 

  会)を開催。参加後、各企業において社内で話し合いを重ねアクションプ 

   ラン（取り組みプラン）を作成。実行・分析行った上、改善レポート（取 

   り組み状況の報告）の提出をひとつのステップとして、その後も取組を進 

   めていく。 

                     平成2８年度  ワークショップ9回開催  

        

 

 

 

 

  

【参加者の声】 

 ・色々な気付きの機会をいただきました。また、従業員各人の思い、意識を知る 

  きっかけを戴けたと感謝いたします。経営サイドの人間として、今日の気付きを 

  組織として形、しくみに落としていくよう努めてまいります。 

 ・他業種他者様の意見を聞けて参考になりました。 

 ・自社に無い考え方に出会えた。参考にしたい。 

【取組事例】  

①過重労働対策 （製造業） 

  取組内容・・・全社的な意識改革の推進、計画的な有給消化の推進、従業 

           員の得意分野を生かす「適材適所」の取組 

  成   果・・・取組前にいた80時間超え従業員が0名に、平均時間外労働 

             も月60時間台から20~30時間台まで削減。 

②過重労働対策と年次有給取得促進 （病院） 

  取組内容・・・現状分析、職員意識調査を実施し、職種別（「医師」、 

           「医師以外」）に対策や目標設定を行う。 

  成   果・・・取組に対して目標設定を明確にし、意識付を行ったことで 

           院内の働き方改善の雰囲気が醸成された。 

 

 

  

《受講者の声》 
・これから仕事は一生していかなければならないため勉強になったし、これからど
の会社に勤めるか決めていくのに役立ちました。 

・自分達が働くうえで問題が起きた時に相談できる機関について知ることができま
した。 

労働法制セミナーの様子 労働法制セミナー周知リーフレット 

労働法制セミナー 

〇これから就職する大阪府内の学校の学生・生徒等を対象に労働法
に関するセミナーを実施。 

《実施状況》 受講者数対前年同期比20.4％増 平成29年1月末現在 

受講者数(人） 学校数（校） 回数

大学 1,323 16 18

短期大学 243 7 7

専修学校 395 9 10

高校 1,466 14 15

合計 3,427 46 50



 【働き方改革の推進】④ 雇用環境・均等の分野 

－５－ 

 無期転換ルールと高齢者の特例 

【大阪労働局における取組】 
・当局主催の説明会やセミナー、各種団体の会合の場における無期転
換ルールと継続雇用の高齢者の特例、キャリアアップ助成金の説明の実
施（平成28年４月以降、延べ13回）。 

【有期労働契約の無期転換の先進的事例】 

①化学製品製造会社において、採用3年後に有期から無期へ転換する
事例、②製薬会社において、有期労働者600人のうち、既に300人を
無期化、平成30年4月までに残り300人を無期化する事例、③バスの
運行会社において、バス運転手は採用後3年間有期労働契約であった
が、無期雇用の重要性を認識し採用後1年で無期化した事例。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●第二種計画認定の申請件数：平成27年度346件、28年度
428件（平成29年１月末）に上り、増加傾向にある。 

 

 

 職場意識改善助成金 

・社員の育児や介護と仕事の両立を支援した
い  
・社員の通勤負担軽減したい  
・ワーク・ライフ・バランスを推進して社員の や
る気をアップさせたい  
・優秀な人材を確保したい  
・ 災害時にも事業を継続させたい  

労働時間等の設定の改善に向けた職場意識の改善に積極的に取り
組む中小事業主に対する支援策 

勤務間インターバル導入コースが新設 

（１）新規導入 
 新たに当該事業場に所属する労働者の半数を超
える労働者を対象として、休息時間数が９時間以上
の勤務間インターバルを導入すること 
 【助成率：３／４ 上限額：４０万円（９時間以上１１
時間未満）、５０万円（１１時間以上）】 （２）適用範囲の拡大 

 既に休息時間数が９時間以上の勤務間インター
バルを導入している事業場であって、対象となる労
働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下
であるものについて、対象となる労働者の範囲を拡
大し、当該事業場に所属する労働者の半数を超え
る労働者を対象とすること 
 【助成率：３／４ 上限額：２０万円（９時間以上１１
時間未満）、２５万円（１１時間以上）】 

（３）時間延長 
 既に休息時間数が９時間未満の勤務間インター
バルを導入している事業場において、当該事業場
に所属する労働者の半数を超える労働者を対象と
して、当該休息時間数を２時間以上延長して休息
時間数を９時間以上とすること 
 【助成率：３／４ 上限額：２０万円（９時間以上１１
時間未満）、２５万円（１１時間以上）】 

（自動車運転者が所属する事業場で時
間延長する場合） 
 自動車運転者と運転者以外の労働者が所属し、
改善基準告示より、自動車運転者に８時間の勤務
間インターバルが適用されている事業場において、
当該休息時間数を２時間以上延長した１０時間以
上の勤務間インターバルを、当該事業場に所属す
る労働者の半数を超える労働者を対象として導入
する場合は、支給対象となる。 
 【助成率：３／４ 上限額：２０万円（１０時間以上１
１時間未満）、２５万円（１１時間以上）】 



  女性の活躍推進 

 【雇用均等施策の推進】 雇用環境・均等の分野 

 次世代育成支援対策の推進 

【一般事業主行動計画策定届 届出企業数】  

【えるぼし認定企業数】  

平成２９年１月末現在 

 １，４９０社 （うち３00人以下 ７１社） ＜届出率  ９９．６％＞ 

平成２９年１月末現在 

 ２３社（うち300人以下 1社） 
３段階目 １７社 
２段階目  ６社 
１段階目  ０社 

女性活躍推進法認定マーク 「えるぼし」 

【一般事業主行動計画策定届 届出企業数】  

平成２９年１月末現在 

 ４，４６５社 （うち100人以下 ８９４社） ＜届出率 ９８．９％＞ 
  

【くるみん認定企業数】  

・行動計画に定めた目標を達成したなどの一定の基準を満たした企業は、申請
することにより厚生労働大臣の認定（くるみん認定）を受けることができる。 

・さらに、認定を受けた企業が、より高い水準の取組を行い、一定の基準を満た
すと特例認定（プラチナくるみん認定）を受けることができる。  

平成２９年１月末現在 

１４３社 （うちプラチナくるみん認定企業 ３社）  

－６－ 

【公共調達における加点評価】 【税制優遇措置（くるみん税制）】  

・各府省等が総合評価落札方式又は企画競争による調達によって公共調達を実施する場合は、えるぼし認定企業、くるみん認定企業などを加点評
価するよう定められている。 

・事業所内保育施設や授乳コーナーなど「次世代育成支援に資する一定の資産」について行動計画に記載した上で導入し、くるみん認定、または、プ
ラチナくるみん認定を受けると、その資産について割増償却を行うことができる。 

  
【認定制度周知のための取組】 

・ えるぼし認定企業、くるみん認定企業、ユースエール認定企業などを対象とした「若者・女性の活躍とワークライフバランスを推進する企業の
合同説明会」（１２／１５）を実施 
・高校・大学生等に対する「労働法制セミナー」にて、えるぼしやくるみん認定制度を周知 
・えるぼし（３段階目）認定企業に対し、局長による認定通知書交付式を実施   

《えるぼし認定通知書交付式》 

・取組の実施状況が優良な事業主は、申請することにより厚生労働大臣の認定 
（えるぼし認定）を受けることができる。 
・認定は、評価項目を満たす項目数に応じて３段階。 



 【労働相談の充実のための取組】 

（1人の相談につき複数件計上あり） 

労働相談件数                                                     民事上の個別労働相談件数（左記１の内訳件数）  

28年度（12月末現在）の労働相談件数のうち、事業主からの相談件数は33,268件（37.5%）。 

平成28年度 
（12月末現在） 

平成27年度 平成26年度 平成25年度 

88,709 件 110,418 件 114,809 件 116,638 件 

平成28年度 
（12月末現在） 

平成27年度 平成26年度 平成25年度 

15,877 件 19,183 件 19,329 件 21,364 件 

28年度（12月末現在）の個別労働相談件数のうち、事業主からの相談件数は1,545（9.7%）。 

労働局長の助言・指導の運用状況（受付件数）   紛争調整委員会によるあっせんの運用状況（受理件数）  

平成28年度（12月末現在）に助言・指導を実施した456件のうち、179件（39.3%）が解決した。 平成28年度（12月末現在）に手続きを終了したあっせん289件のうち、合意成立件数は106
件（36.7%）であった。  

平成28年度 
（12月末現在） 

平成27年度 平成26年度 平成25年度 

462 件 657 件 708 件 737 件 

平成28年度 
（12月末現在） 

平成27年度 平成26年度 平成25年度 

 293件 408 件 393 件 425 件 

－７－ 

雇用環境・均等の分野 

民事上の個別労働相談内容の内訳（上位５件数）  男女雇用機会均等法・育児・介護休業法・パートタイム労働法に 
 係る相談状況（上記１の内訳件数） 

平成28年度 
（12月末現在） 

 男女雇用機会均等法に係る相談 1,053件 

   うち妊娠・出産等を理由とする 
 不利益取扱い 

500件 

 育児・介護休業法に係る相談 9,431件 

  
 うち育児休業等に係る不利益取扱い 1,216件 

 パートタイム労働法に係る相談 134件 



 【働き過ぎ防止に向けた取組の推進】① 労働基準の分野 

長時間労働が行われている事業場に対する監督指導 

 長時間にわたる時間外労働の実行ある抑制を図り、過重労働による健康障害を防止するため、各種情報から時間外・休日労働時間数が１か月あ
たり80時間を超えていると考えられる事業場や長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場に対して、重点的な
監督指導を実施している。 

監督件数  975 件 
違反件数  769 件 
違反率    78.9 ％ 

過重労働撲滅特別対策班（通称：かとく）等による取組み 

 過重労働による健康被害の防止などを強化するため、「過重労働撲滅特別対策班（通称：かとく）」を中心に、違法な長時間労働、過重労働事案
の中でも重大・悪質なものに対し、司法処分を含めて厳正に対処している。 

－８－ 

＜ 送 検 事 例 ① ＞ 

平成27年度 

 時間外・休日労働時間数が１か月100時間を超えている
と考えられる事業場や長時間にわたる過重な労働による過
労死等に係る労災請求が行われた事業場に対する監督指導 

平成28年度（４月～１月） 

 時間外・休日労働時間数が１か月80時間を超えている
と考えられる事業場や長時間にわたる過重な労働による過
労死等に係る労災請求が行われた事業場に対する監督指導 

監督実施  1,574 件 
違反件数   959 件 
違反率     60.9 ％ 

 長時間労働の抑制及び過重労働による健康障害の防止に係る監督指導 

＜ 送 検 事 例 ② ＞ 

 平成28年10月20日、関西及び東海地域でスーパーマーケッ
トを展開する大手小売系会社及び３名を、同社の本社勤務の労
働者計４名に対し、違法な時間外労働を行わせ、また、時間外
労働に対する割増賃金を支払わなかったとして、労働基準法違
反の容疑で大阪地方検察庁に書類送検したもの。 
 36協定で定める時間外労働の限度時間を超えて、１か月あ
たり最長で105時間15分の時間外労働を行わせていた。 

 平成28年9月29日、全国でレストラン等を展開する大手飲食
系会社及び5名を、同社が経営する店舗及び本社勤務の労働者
計７名に対し、違法な時間外労働を行わせ、また、時間外労働
に対する割増賃金を支払わなかったとして、労働基準法違反の
容疑で大阪地方検察庁に書類送検したもの。 
 36協定で定める時間外労働の限度時間を超えて、１か月あ
たり最長で111時間18分の時間外労働を行わせていた。 



 【働き過ぎ防止に向けた取組の推進】② 労働基準の分野 

過重労働解消キャンペーン 

 厚生労働省では、11月に「過重労働解消キャンペーン」を実施し、長時間労働
の削減等の過重労働解消に向けた取組を推進した。大阪労働局においても、
重点監督や使用者団体・労働組合への協力要請等、各種施策の集中的な取組
を実施した。 

－９－ 

 重点監督の実施 

 労使の主体的な取組の促進 

 労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問 

 セミナー等による周知・啓発 

 過重労働解消相談ダイヤル 

＜ベストプラクティス企業＞ 

日立造船株式会社     

① 長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場等 
② 労働基準監督署及びハローワークに寄せられた相談等から、離職率が極端に高いなど 
  若者の「使い捨て」が疑われる企業等 
 

を対象に、重点監督を実施。 

平成27年度 重点監督の実施結果（実施期間：平成27年11月1日 

                                 ～11月30日） 

 ベストプラクティス企業への職場訪問の様子 

 過重労働解消相談ダイヤルの取組の様子 

 10月31日（月）に、大阪労働局長から、公益社団法人関西経済連合会、大阪商工会議所、
日本労働組合総連合会・大阪府連合会に対し、長時間労働の削減をはじめとする「働き方
改革」に向けた取組の要請を実施。 

 大阪労働局長が、長時間労働削減に向けた積極的な取組を行っている企業を訪問し、取
組事例を報道等により地域に紹介。 

①過労死等防止対策推進シンポジウム（平成28年11月11日／約500名来場） 
 

②過重労働解消のためのセミナー（平成28年9月29日・10月19日・11月30日／各回約100名来場） 

 11月６日（日）に、労働基準監督官が無料で電話相談を受け付ける「過重労働解消相談
ダイヤル」を全国主要都市で実施。 
 全国で712件、近畿（２府４県）では144件の電話相談を受け、長時間労働・過重労働
や賃金不払い残業に関する相談が多くを占めた。 
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過重労働解消キャンペーン期間中の取組 

日立造船谷所社長（左奥）と苧谷局長（右奥） 

日立造船「働き方改革チーム」の 
        ミーティングに参加 

 ○ IT技術を活用した業務体制の再構築 
 ○ 定時退場日やノー会議ＤＡＹ等、早帰りの取組み 
 ○ 年休取得促進や年休取得に向けた個別フォロー 
 ○ 深夜勤務(22時以降)の禁止       等々・・・ 

全国 大阪 

監督実施件数 5,031 335 

違反率 73.9% 83.0% 

主要事項での違反率 全国 大阪 

違法な時間外労働があったもの 45.9% 46.9% 

  うち月100時間を超えるもの 15.9% 9.6% 

賃金不払残業があったもの 10.1% 10.7% 

健康障害防止措置が未実施のもの 13.4% 16.4% 

※ 平成28年度の実施結果 
  は３月中に発表予定 



 【働き過ぎ防止に向けた取組の推進】③ 労働基準の分野 

 下請事業者及び特定物流事業者における長時間労働等の労働基準法令違反の背景として、いわゆる下請けたたき等の不法行為が存在している
おそれのある事案を把握した場合に、下請事業者等の意向を踏まえつつ、公正取引委員会または経済産業省に当該事案を通報し、法令違反の是
正及び当該取引の適正化を図ることとしている。 

下請事業者及び特定物流事業者保護のための通報制度の実施 

「トラック輸送における取引環境・労働時間改善大阪府地方協議会」の開催 

 過労運転による交通事故の発生等、長時間労働の実態が問題視されるトラック運送業において、取引環境の改善及び長時間労働の抑制を実現
するため、「トラック輸送における取引環境・労働時間改善大阪府地方協議会（トラック協議会）」を開催し、運送業者、荷主、行政等の関係者が一体
となって実態の把握及び具体的な環境整備を図る。 

 パイロット事業による実証実験 

 下請法・物流特殊指定通報の仕組み 
＜下請法・物流特殊指定パンフレット＞ 

厚生労働省 

労働基準監督機関 
（都道府県労働局・ 
労働基準監督署） 

公正取引委員会・経済産業省 

公正取引委員会 
（本局・地方事務所等） 

中小企業庁・経済産業局等 

(2)通報 

(4)報告 

親事業者・特定荷主 

中小企業 
（下請事業者・特定物流事業者） 

(3)立入検査 
 法違反が認められた場合、勧告・公表等 

(1)臨検監督 
  ①以下のいずれかの労働基準関係法令違反が認められ 
  ・労働基準法第24条（賃金支払）違反等 
  ・労働基準法第32条（労働時間）違反等 
  ②当該法令違反の背景に親事業者による下請法違反行為・ 
   特定荷主による物流特殊指定違反行為の存在が疑われ 
  ③下請事業者・特定物流事業者が通報を希望した場合 

・下請法第４条違反 
・物流特殊指定に係る独占禁止法第19条違反 

「トラック輸送における取引環境・労働時間改善大阪府地方協議会」 
 

  第１回 開催日：平成27年７月23日 
       議 題：トラック運送事業における長時間労働の実態調査について等 
 

  第２回 開催日：平成27年９月５日 
       議 題：物流の現状について等 
 

  第３回 開催日：平成28年２月26日 
       議 題：パイロット事業の実施について等 
 

  第４回 開催日：平成28年７月29日 
       議 題：第１回トラック運送業の適正運賃・料金検討会について等 
 

 ･･･ 第５回を平成29年５月頃に実施予定。 

 トラック運転者の長時間労働等の問題点・課題を改善するために、発荷主・着荷主及び運送事業者を構
成員とする集団を対象として実証実験を実施する。 
 集団を構成する事業者が年に３回程度参集し、行政より派遣されるアドバイザー等とともに課題の抽出、
改善点の検討等を行い、さらにそれらを実践する。 

パイロット事業対象集団 

発 荷 主 運送会社（元請） 運送会社（下請） 運送契約 

着 荷 主 

－１０－ 



 【労働条件の確保・改善対策の推進】① 労働基準の分野 

申告・相談への対応 

平成28年 申告受理件数：2,508件（前年同期2,800件より10.4％減） 

 
平成28年   相談件数：111,760件（前年同期111,370件より0.4%増） 

監督指導の実施状況 

 労働者の労働条件の確保・改善を推進するために事業場等に対する監督指導を実施し、労働基準関係法令の違反について、是正するよう
指導している。 

－１１－ 

 大阪労働局及び管下の労働基準監督署の窓口における申告・相談に
対して、丁寧に対応するとともに、長時間労働や賃金不払い等の法違反
が疑われる事案については、優先的に監督指導等を実施している。 
 電話や投書、メールでの情報提供についても、内容や状況を踏まえて
的確に対応している。 

※ 申告監督及び再監督（是正状況を確認するために再び実施する監督）を除く。 

Ｈ26年 Ｈ27年 Ｈ28年 

申告監督実施件数 2,311 2,205 2,083 

うち違反件数 1,703 1,529 1,483 

違反率 73.7% 69.3% 71.2% 

違反率 

賃金不払 40.0% 

割増賃金 17.4% 

解雇予告 7.6% 

申告監督件数の推移 主な違反事項・違反率 
            （H28年） 

Ｈ26年 Ｈ27年 Ｈ28年 

監督指導 
実施件数 5,999 6,257 6,524 

うち 
違反件数 4,552 4,700 4,641 

違反率 75.9% 75.1% 71.1% 

監督指導件数の推移 

労働基準法 労働安全衛生法 

労働時間 28.2% 
定期 
健康診断 15.5% 

割増賃金 17.0% 
作業 
主任者 5.5% 

労働条件 
明示 12.7% 

定期 
自主検査 4.5% 

就業規則 10.8% 
安全 
管理体制 3.5% 

主な違反事項・違反率（H28年） 業種別の監督指導実施状況（H28年） 

監督件数 

違反率 

労働者からの申告に基づき実施する監督 



 【労働条件の確保・改善対策の推進】② 労働基準の分野 

司法処分の実施状況 

 重大・悪質な労働基準関係法令違反が認
められる事案に対しては、司法処分により厳
正に対処し、同種事案の発生防止のために
刑事事件として送検した事案等を積極的に
公表する。 

労働基準関係法令の周知取組 
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「初歩から学ぶ労働基準法講座」の開催 

「ワンポイント！労基法シリーズ」の作成・掲示 

 事業場における法違反を未然に防ぐことを目的に、事業主や企業の労務管理担当者等を対象と
して、労働基準法の初歩的な項目について説明する講座を開催した。 

 労働基準法を広く周知するため、法令のポイントについて解説したポスターを、毎月項目ごとに作
成し、労働基準監督署やハローワーク、関係機関の窓口に掲示している。外国語版（英語、ポルト
ガル語、中国語）も作成し、関係機関の外国人相談窓口に送付する等、より効果的な周知に取り組
んでいる。 

「第１回初歩から学ぶ労働基準法講座」 
 ●平成28年７月７日     ●計 171人来場 
 ●エルおおさか・南館にて開催 
 
「第２回初歩から学ぶ労働基準法講座」 
 ●平成28年９月５日     ●計 430人来場 
 ●エルおおさか・エルシアターにて開催 
 
「第３回初歩から学ぶ労働基準法講座」 
 ●平成29年２月２日     ●計 276人来場 
 ●ドーンセンター・ホールにて開催 

【労基法シリーズ】 
 ６月:交付していますか？雇入れ通知書 
 ７月:春・夏・冬休み期間に特にご留意下さい！年少 
   者・児童の保護規定 
 ８月:確認しましょう！就業規則 
 ９月:取得していますか？年次有給休暇 
10月:確認しましょう！！３６協定（時間外労働・休 
   日労働協定） 
11月:しっかりと支払われてますか？あなたの残業代 
12月:労働基準法における女性の保護規定 
 １月:守りましょう！解雇制限と必要な手続き 
 

【安衛法シリーズ】 
 ９月:健康診断を実施しましょう！！ 

 トップページ 
 ＞各種法令；制度・手続き 
 ＞労働基準・労働契約関係 
 ＞法令・制度 
 ＞ワンポイント！労基法シ 
  リーズ 

☆外国語verも随時作成中！ 大阪労働局ＨＰに掲載中 

H26年 H27年 H28年 

労
働
基
準
法
等
違
反 

定期賃金の不払い 12 16 12 

解雇 0 0 2 

賃金不払い残業 8 6 5 

労働時間・休日等 4 18 18 

その他 10 9 3 

計 34 49 40 

労
働
安
全
衛
生
法
違
反 

機械等危険防止 24 9 12 

作業主任者の選任等 5 9 1 

墜落等危険防止 7 4 9 

労災かくし 5 7 9 

就業制限 7 3 2 

その他 8 5 7 

計 56 37 40 

合   計 90 86 80 

送検件数の推移 



 大阪労働局労働災害防止推進計画（第12次防） 

 【労働者が安全で健康に働くことができる職場づくり】① 
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【平成29年1月末日現在】 
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【平成29年1月末日現在】 

労働基準の分野 

目標（死亡災害） 

平成２４年と比較して、平成２９年までに労働災害
による死亡者の数を１２%以上減少させること 

目標（死傷災害） 

平成２４年と比較して、平成２９年までに休業４日
以上の労働災害による死傷者の数を１４%以上
減少させること 

 平成２７年において、最終目標である５１人を下回ったため、その
後は増加に転じないことを目標としたが、平成２８年は５０人（H29．1
月現在）となっている。（未確定） 

 今後とも、建設業及び製造業を重点とする労働災害防止対策に取
組む。 

平成２５年に一定の減少を見た後、横ばいである。 
（平成28年は、H29.1月末現在を基準とした推計値） 

平成２９年１～３月に第三次産業を対象とした「集中的取組」を実施
中であり、その結果を踏まえ平成２９年度の施策を決定することとし
ている。 

－１３－ 

（速報値） 



  

 労働災害件数を減少させるための重点業種 

 【労働者が安全で健康に働くことができる職場づくり】② 
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平成28年の件数が未確定のため、過去の増減率を基に平成29年1月現在の数値から推計すると、小売業を除
き増加傾向が続いている。 

全体に占める「第三次産業」の割合は増加してお
り、全体の約半数を占める。 

◇休業4日以上の死

傷災害の内、第三
次産業が占める割合
は、就業者数の増加
もあって年々高く
なっている。 

 

◇全体の発生件数を
減少させるためには、

第三次産業に対す
る取組を強化する
ことが重要である。 

◆ 重点対象業種 
【小売業】   【社会福祉施設】   【飲食店】 

7589 
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建設業 

死傷災害発生状況（平成28年業種別・大阪） 
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 第三次産業に対する取組 

 【労働者が安全で健康に働くことができる職場づくり】③ 労働基準の分野 

◆ 重点対象業種 ○ 小売業 ○ 社会福祉施設 ○ 飲食店 

イ 大規模商業施設に対する取組 
◆ 大阪労働局管下の１３の労働基準監督署が管轄区域内の大規模商業施設の管理組織を訪問し、次の取組を実施 

（ア）テナントへの災害防止指導を直接要請 
（イ）施設バックヤードに、転倒災害防止等に係るポスター等の掲示を依頼 

－１５－ 

ア 多店舗展開企業に対する取組 
大阪府内に本社機能を有する小売業、飲食店の多店舗展開企業及び多くの社会福祉施設を展開する法人の自主的安全衛生活
動を促進するため、次の取組を実施 
◆  「働く人に安全で安心な店舗・施設づくり推進運動」の展開（主唱：厚生労働省、中央労働災害防止協会） 
◆ 業界または地域に影響力を持つリーディングカンパニー等を訪問し、次の取組を実施 

○災害防止の働きかけを文書により要請（１１社） ⇒ 年間労働災害防止計画書の作成を要請 
◆  災害が多発している多店舗展開企業を招集する連絡会議を３月９日開催 

◆ 日頃から事業場と接する機会の多い社会保険労務士、労働保険事務組合に対し、事業場への指導を協力要請 
◆ 商工会議所・商工会の経営指導員に対し、事業場への周知・啓発を協力要請 

ウ 災害発生事業場に対する取組 
◆ 休業４日以上の労働災害を発生させた第三次産業全事業場に対し、「労働災害防止のための自主点検等報告書」の提出を要請 

 基礎的な安全管理セミナーの開催   
◆ 小売業・飲食店の企業の安全担当者、店長・主任等を対象とした基礎的な安全管理セミナーを３月２２日開催 

２ 外部団体等の協力を得た取組 

１ 行政が直接働きかける取組 

３ 具体的な取組方法等の情報を広く提供する取組 

◆ 第三次産業の労働災害防止に係る集中的取組（現在実施中） 今年度の結果を踏まえ、平
成29年度も継続して実施す
る予定 



  メンタルヘルス対策の推進 

 【労働者が安全で健康に働くことが出来る職場づくり】④ 労働基準の分野 

－１６－ 

◆ 29年度の予定（ストレスチェック制度を踏まえたメンタルヘルス対策に取り組む事業場の割合を80％以上） 
 ○さらなる周知の展開 ◆ストレスチェック制度セミナー（導入編・実践編）開催 

 ○効果的な指導 ◆50人以上の事業場に対する指導（未実施事業場への是正勧告書交付、過重労働による健康障害の防止） 

          ◆検査結果等報告書未提出事業場に対する指導（集団指導、個別指導） 
  ◆モデル事業場の把握、実施事例集の作成（第1四半期） 

                 ◆「労働者の心の健康の保持増進のための指針」の周知等 
  ◆パワーハラスメント対策導入マニュアル等を活用した周知、啓発 

◆ ストレスチェック制度を踏まえたメンタルヘルス対策推進通達の概要 
 ○さらなる積極的な周知の展開     ○効果的な指導の実施 
   ◆窓口での直接指導（実施状況の確認、文書による勧奨）      ◆50人以上の事業場（未実施の場合の文書指導）    
   ◆ストレスチェック制度セミナー（実践編） 平成29年2月3日（70人参加）     ◆50人未満の事業場（助成金等の情報提供） 

 ○検査結果等報告書の未提出事業場の把握と指導    ○事例の収集 
    ◆未提出事業場への文書指導、自主点検結果の報告等      ◆実施事例の収集および実施事例集の作成等 

◆ ストレスチェック制度（平成27年12月1日施行）の周知の徹底 
 ○「ストレスチェック制度セミナー（導入編）」 
   ◆平成２８年3回開催 計 １６８人参加   ◆昨年度、労働者数50人以上の事業場（約10,000事業場）へ 
      施行後１年以内に実施の義務の周知            説明会の案内、リーフレットを発送  局署で ３３回開催 約 ３,５００人参加 

 ○ 「大阪・職場の健康づくりフォーラム」における周知 
   ◆平成２８年１０月４日 ◆ドーンセンターにて開催 ◆４００人参加 

 ○大阪産業保健総合支援センターとの共催 
   ◆「メンタルヘルス対策セミナー」4回開催、136人参加  ◆「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援のための研修会」4回開催、127人参加 

◆ ストレスチェックの実施状況に関するアンケート調査の実施 
  ○既にストレスチェックを実施した事業場を対象に実施      ○結果の概要 （大阪労働局ホームページに掲載） 
    ◆対象事業場数 ２０８事業場 ・ 回答事業場数 １７３事業場     ◆ホーム＞各種法令・制度・手続＞安全衛生関係 
      ＞法令･制度＞労働衛生関係＞ストレスチェック制度について 



ラベルでアクション 

 
 

 

を
作
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  化学物質による健康障害防止対策の推進 

 【労働者が安全で健康に働くことが出来る職場づくり】⑤ 労働基準の分野 

－１７－ 

◆ 化学物質のリスクアセスメントの義務化 （平成２８年６月１日施行・６４０物質） 
 ○改正内容の周知（説明会の開催） ◆平成２８年 ６回（計６００人参加） 

 ○【ラベルでアクション】運動の展開 ◆ラベルにGHSマーク（絵表示）があったら、 

    SDSの確認とリスクアセスメントの実施 

 ○取扱い事業場への指導  ◆安全衛生水準に応じた指導 （指導票の交付、助言等） 

譲渡提供者 
（製造者・輸入者等） 

SDS 

ラ
ベ
ル
を
作
成 

◆健康障害防止措置が必要とされた物質の取扱事業場への指導     
 ○オルト－トルイジンによる健康障害防止対策 
   ◆特定化学物質に追加 平成29年1月1日施行 

◆作業主任者の選任、作業環境測定の実施、特殊健診の実施、結果記録30年保存 
◆洗浄設備に係る規定の追加、保護手袋使用の義務化、作業記録の作成・30年保存 

 ○3,3'-ｼﾞｸﾛﾛ-4,4'-ｼﾞｱﾐﾉｼﾞﾌｪﾆﾙﾒﾀﾝ（MOCA）による健康障害防止対策 
◆MOCAの取扱いの有無及び取扱い事業場における健康障害防止の措置j状況等について自主点検の実施 
◆全ての取扱い事業場への監督指導、個別指導の実施 
◆関係団体への要請（4団体） 

◆化学物質製造事業者等への指導 
   ○容器へのラベルの表示、ＳＤＳ（安全データシート）の確実な交付 
   ○発がん性のそれのある化学物質に係る健康障害防止対策の徹底 

◆ 石綿（アスベスト）による健康障害予防対策 
  ○自治体との連携 
  ○工事業者や建築物所有者に対する指導の徹底 

SDS 

製品が来る  ⇒  ラベルを見る  ⇒  今すぐ安全対策 

□SDSで危険有害性の把握 
□リスクアセスメント 
□対策 
 ・発散抑制設備等 
 ・作業の見直し 
 ・保護具の使用 
□労働者への教育 

情
報
の
提
供 

譲渡提供先 
（使用者等） 

◆２７の化学物質が安衛法施行令別表第９へ追加 （平成２９年３月１日施行・27物質） 

 ○改正内容の周知（説明会の開催） ◆平成２９年１月１６日（96人参加） 

◆２９年度の予定（ラベル表示とSDSの交付対象事業場の割合を８０％以上） 
  ○実行ある化学物質管理の推進 ○化学物質製造事業者等への指導 ○化学物質のリスクアセスメントの義務化     
   ◆【ラベルでアクション】運動の周知  ◆６月を中心とした個別指導等の実施  ◆事業場に対する指導、セミナー等の開催による周知 

  ○基礎資料の整備  ○がん原性指針への対応  ○経皮ばく露防止対策等 
   ◆化学物質管理5か年計画に基づく  ◆取扱事業場への周知   ◆特定化学物質障害予防規則等の改正（平成29年1月） 
                 基礎資料の整備    エチルベンゼンほか3物質     「化学防護手袋の選択、使用等について」の周知 
                                    （平成28年3月31日追加）      （平成29年1月12日付け基発01120第6号） 

アクション 



熱中症予防対策の推進 

 【労働者が安全で健康に働くことが出来る職場づくり】⑥ 労働基準の分野 

－１８－ 

◆ 熱中症予防対策セミナーの開催 
    ○大阪産業保健総合支援センターと共催 
      ◆平成２８年５月１２・１６・３１日 ､ ６月３日  出席者１７４人 
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H28年は、12月末の速報値 熱中症の発生件数と真夏日の日数（大阪市） 

発生件数（休業4日以上） 死亡者数（内数） 真夏日（30℃以上） 

◆ 熱中症は、早い時期から取組む必要性を周知 
    ○作業者本人への自覚を促す取組 
    ○建設現場の警備員への配慮を指導 

治療と職業生活の両立支援 

◆ 29年度の予定 
  ○早い時期や連続休暇後の熱中症予防に係る指導等の実施 
  ○「STOP！熱中症予防キャンペーン(仮称)」の推進 

◆ 29年度の予定 
  ○地域の実情に応じた両立支援の普及啓発 
   ◆地域の関係者（都道府県衛生所管部局、医療機関、企業、労使団体、 
          産業保健総合支援センター、労災病院等）との協議会の設置 

  ○関係者による連携した両立支援の取組の促進  

◆ ガイドラインの周知 
  ○「事業場における治療と職業生活の 

 両立支援のためのガイドライン」の周知 
   ◆ 「大阪・職場の健康づくりフォーラム」 
     平成28年10月4日開催 400人参加 
   ◆治療と職業生活の両立支援セミナー（がん治療と就労・就職支援について） 

     平成29年1月11日開催（職業安定課主催） 90人参加 
   ◆（公社）関西経済連合会  
     平成29年1月11日 実施 機関誌への掲載（労働情報月報2月号） 

○事業者にとっての意義 
 労働者の健康管理という位置づけとともに、人材資源の喪失防止、労働者のモチ
ベーションの向上による人材の定着・生産性の向上、さらには、「健康経営」や社会
的責任（ＣＳＲ）、労働者のワーク・ライフ・バランスの実現といった意義もある。 
 これらは、投資家や労働市場で評価される要素でもある。 

○労働者にとっての意義 
 疾病にかかったとしても、本人が希望する場合は、疾病を増悪させることなく、適
切な治療を受けながら、仕事を続けられる可能性が高まる。 

○医療関係者にとっての意義 
 仕事を理由とする治療の中断や、仕事の過度な負荷による疾病の増悪を防ぐこと
で、適切な疾病の治療が可能となる。 

○社会的な意義 
 がん等の疾病にかかった方に対しても、働きたいと思っている方が働ける環境を提
供することは、「全ての人が各々活躍できる社会」の実現につながる。 

治療と職業生活の両立支援を進めることの意義 



 【最低賃金制度の適切な運営】 労働基準の分野 

◆最低賃金審議会の円滑な運営 

◆最低賃金引き上げのための環境整備 

大阪地方最低賃金審議会会長から
大阪労働局長への答申 

平成28年8月4日 
平成28年11月30日をもって 
大阪府の全ての最低賃金が決定  

●地方自治体との連携による大型ビジョンでの放映 

●地方自治体等の広報誌への掲載 ●テレビ放映 

大阪府最低賃金の周知と履行確保 

 大阪府、府下各自治体、使用者団体、労働者団体等に対して広報誌への掲載、 
ポスターの掲示、各種リーフレットの配架、大型ビジョン等による放映などを依頼し
ました。 

 大学等教育機関、男女共同参画施設、鉄道各社へポスター掲示を依頼しました。 
 新聞、テレビなどマスコミに対して周知のための積極的な働きかけを行いました。 

 「働き方改革に係る包括連携協定」に基づき、協定を締結した金融機関にリーフ
レットの配架等を依頼しました。 

 第４四半期に最低賃金の履行確保を重点とする監督指導を実施しました。 
中小企業等支援事業の周知と活用促進 

 ｢ワンストップ無料相談」や拡充された「業務改善助成金」等の中小企業等支援事
業について、局幹部が関係団体に出向くなどして積極的に周知を行い、その利活
用の勧奨に努めました。 

その他の取組 

 民間企業に業務委託を行っている自治体に対して、年度途中の最低賃金額改定
によって委託先における最低賃金の履行確保に支障が生じることがないよう、発
注時の特段の配慮等について要請を行うとともに、発注部署担当者との意見交換
会を開催しました。 

地方自治体と連携し、駅前大型ビジョンや
電光掲示板による放映を依頼しました。 

鉄道各社に駅構内のポスター掲示を依頼しました。 

地方自治体等の広報誌に掲載を依頼しまし
た。 

自治体の発注担当者との意見交換会の様子 

大阪府下全自治体で掲載 
(大阪市内は20区で掲載) 

-平成29年2月現在- 

マスメディアを用いた周知広報を
積極的に行いました。 

経営課題や労務管理の相談窓口としての｢ワンストップ無料相談」や拡充された「業務改善助
成金」等の中小企業等支援事業について周知を行い、その利活用の勧奨に努めました。 

－１９－ 



１ 脳･心臓疾患の労災補償 

 【労災補償制度の適正な運営】 労働基準の分野 

２ 精神障害の労災補償 

補償状況 
全国（年度） 大阪（年度） 

H25年度 H26年度 H27年度 H25年度 H26年度 H27年度 

件数 
全体 

請求 784 763 795 92 83 86 

決定 683 637 671 84 72 76 

支給 306 277 251 31 24 20 

うち 
死亡 

請求 283 242 283 31 15 29 

決定 290 245 246 37 17 20 

支給 133 121 96 16 8 3 

補償状況 
全国（年度） 大阪（年度） 

H25年度 H26年度 H27年度 H25年度 H26年度 H27年度 

件数 
全体 

請求 1,409 1,456 1,515 153 137 146 

決定 1,193 1,307 1,306 146 140 139 

支給 436 497 472 44 40 39 

うち 
自殺 

請求 177 213 199 27 8 15 

決定 157 210 205 20 19 14 

支給 63 99 93 6 7 4 

① 認定基準の対象となる精神障害を発病していること 
➁ 認定基準の対象となる精神障害の発病前概ね６か月の間に、 
  業務による強い心理的負荷が認められること（※） 

➂ 業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認 
  められないこと 

発症前の長期間（概ね6か月間）にわたって、著しい疲労の蓄積を
もたらす特に過重な業務に就労したこと 
※発症前1か月間に概ね100時間又は発症前2か月間ないし6か月 
   間にわたって、1か月当たり概ね80時間を超える時間外労働が 
   認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できる 

労災認定要件 

①異常な出来事 

③長期間の過重業務 

発症直前から前日までの間において、
発生状態を時間的及び場所的に明確に
し得る異常な出来事に遭遇したこと 

発症に近接した時期（概ね1週間）にお
いて特に過重な業務に就労したこと 

労災認定要件 

業務による明らかな過重負荷（①～③）を受けたことにより発症し
た脳・心臓疾患は、業務上の疾病として取り扱われる。 

②短期間の過重業務 
長時間労働がある場合の評価方法 

 長時間労働に従事することも精神障害発病の原因となり得ることから、長時間労働
を次の３通りの視点から評価し、以下の①～③については、心理的負荷の強度が
「強」と評価されます。 
①「特別な出来事」としての「極度の長時間労働」 
  ・発病直前の1か月間に概ね160時間以上の時間外労働 
  ・発病直前の3週間に概ね120時間以上の時間外労働 
➁「出来事」としての長時間労働 
  ・発病直前の2か月間連続して1月当たり概ね120時間以上の時間外労働 
  ・発病直前の3か月間連続して1月当たり概ね100時間以上の時間外労働 
➂他の出来事と関連した長時間労働 
  出来事が発生した前や後、もしくは前後に恒常的な長時間労働（月100時間程度） 

（※）発病前概ね6か月間に起きた業務による出来事（パワハラ、退職強要等）に 
    ついて、その心理的負荷の強度が「強」と評価される場合。 

［決定］：当該年度内に業務上又は業務外の決定を行った件数で、当該年度以前に請求があったものを含む。 ［支給］：決定件数のうち「業務上」と認定した件数。 

－２０－ 



【雇用失業情勢を踏まえた職業紹介業務の推進】 

－２１－ 

職業安定の分野 

【正社員就職に向けた取組】 

※人材不足分野の取組について（阿倍野所のツアー型面接会の写真等） 
※布施所の「モノづくり女子」イベントの取組について  
※介護部会について  

○ 人材不足分野における正社員就職に向けた取組み 

－ 福祉（介護・看護・保育）分野 におけるマッチングに向けた取組－ 

〔介護・保育施設見学会＋面接会〕 

 実際の職場見学を通し、特に経験の少ない方やブランクのある方の不安の軽減
を通してマッチングの向上を図る。施設見学会についても求職者のニーズが高く、
潜在求職者の掘り起こしにつながるよう積極的に実施。 

〔保育士就職面接会・説明会〕 
 毎年有効求人倍率が上昇する1～2月を中心 
として就職面接会、合同説明会やセミナーを実施。 

〔介護就職デイ〕 
 11月11日「介護の日」前後2週間を中心と 
して、府内全ハローワークで就職面接会、 
セミナー等実施。 
（就職者数）89名 

－介護就職デイ 合同就職面接会－（写真） 
（主催）大阪東・大阪西・阿倍野所 
（実施場所）あべのハルカス 
（参加者数等）15社209名参加 
（就職者数） 25名 

【大阪働き方改革推進会議 介護労働に関する作業部会】 

  【部会開催実績】 
  第1回：H28.12.9（金） 
  第2回：H29.1.23（月） 
  ※以降1～2ヵ月ごとに開催（予定） 

 大阪働き方改革推進本部では、介護事業における賃金ラダー、キャリアラダー 
（体系的な賃金・キャリア形成）確立及び普及に向け、「介護労働に関する作業 
部会」を設置。 
 
〔構成メンバー〕 
 特別養護老人ホームの経営者の有志（社会福祉法人）、介護労働者団体、 
介護労働に関するアドバイザー等 

待合スペースに参加事業所のＰＲボードを設置 
（H29.1.28（土） ハローワーク枚方） 

開催回数 16回

参加者数 52人

就職者数 27人

　就職率 51.9%

開催回数 17回

参加者数 151名

見学会付き面接会

施設見学会

（阿倍野所における取組状況）



【地方自治体との連携による就職支援】 

【一体的実施の取組】 

－２２－ 

職業安定の分野 

【雇用対策協定の取組】 【生活保護受給者等に対する就労支援】 

○地方自治体との連携により生活
保護受給者等に対する常設の職業
相談窓口を地方自治体福祉事務所
内に設置 
⇒計19箇所（H25年度：10箇
所、H26年度：4箇所、H27年
度：4箇所、H28年度：1箇所） 

○支援対象者数・就職者数ともに増加を維持 
⇒過去最高の支援実績となったH27年度を上
回るペースで推移 
・H28年度（12月末現在） 
生活保護受給者等就労自立促進事業 

就職者数：４，８２６人 
（前年同期比 ２．６％増） 

【平成２８年度 新設施設】 
ねやがわシティ・ステーション  
ハローワーク枚方 職業紹介コーナー 
 
○開設日 平成２９年１月１０日 
 
※京阪寝屋川市駅構内の市民サービスセンター内に、 
市の就労相談とハローワークの職業相談・紹介窓口を併設。 
若者や女性、高齢者等が気軽に就労相談、職探しが出来る 
環境をつくり、地域住民の利便性を向上。 
 

京阪寝屋川市駅に
駅中ハローワーク

を開設！！ 

○大阪府、大阪市、堺市、寝屋川市と６拠点で実施 
○ハローワークコーナーによる紹介就職件数 
（生活保護常設窓口を除く） 
 平成２９年１月末現在 １，８０９件 
（前年同期比 ７．８％増） 

 ～今後の一体的実施施設の開設予定～ 

・平成２９年３月２１日 ＪＲ柏原駅前のアゼリア柏原に柏原市との一体的実施施設 
「アゼリア柏原 ハローワークコーナー（ハローワーク藤井寺 職業紹介コーナー）」を開設予定 

＜寝屋川市との取組＞  
平成２８年１２月２７日  寝屋川市と 
「寝屋川市と大阪労働局との雇用対策協定」締結！ 
 
【内 容】総人口の減少に伴う昼間の人口の減少、
市内産業の縮小が課題となっている寝屋川市と、若
者・女性・高齢者・障害者などあらゆる市民を対象
とした就労支援や寝屋川市内の企業等への支援施策
を密接に連携して行い雇用を創出することで、様々
な社会の担い手が意欲や能力を十分に発揮できる地
域社会を構築するため、雇用対策協定を締結。 

 
  
  

 ～雇用対策協定の締結状況～ 
○大阪府、堺市、東大阪市、高槻市、吹田市、寝屋川市、柏原市の 
  １府６市と雇用対策協定を締結（※朱書きは平成２８年度に締結） 
  



【若年者に対する雇用対策の推進】 職業安定の分野 

【新規学卒者に対する就職支援の取組】 

【フリーターに対する正社員就職支援の取組み】 

〇「大阪わかものハローワーク」 「あべの・わかものハローワーク」、 
  ２ヶ所のわかものハローワークと各ハローワークの「わかもの 
  支援窓口」 において、担当者制による個別支援を中心とした 
  フリーターに対する就職支援を実施。 

正社員に結びついたフリーター等の就職件数 
（平成２８年１２月末現在） 

  目標 ： １９，００５件 
  実績 ： １６，７３２件 
  進捗率 ： ８８．０％ 

◆就職面接会等各種イベントの実施 
 

平成２８年１２月～平成２９年１月 
大阪わかものハローワーク開催 
 
ものづくり、建設・設備の仕事セミナー＆就職面接会 
 
セミナー参加者 ４１人  
面接会参加企業８社 参加者数２３人 

〇Ｈ２９年３月卒業予定者の就職内定率 
  新規高卒者    （１２月末現在） ≪大阪≫８７．５％（前年同期差０．２ポイント増） 
  新規大卒者等 （１２月１日現在） ≪近畿≫８７．０％（前年同期差５．６ポイント増） 
 

○ジョブサポーターの支援による正社員就職決定数（平成２８年１２月末現在） 
  目標：１４，９８４人  実績：１３，９９２人   進捗率： ９３．４％ 
  （中・高卒：４，３８５人、大卒等：９，６０７人） 
 
○新規学卒者に対する合同求人説明会 
  ・「新規高等学校卒業予定者合同求人説明会」  
     平成２８年１１月１５日  大阪府立体育会館  参加企業１１４社 参加者数７０９人       
  ・「若者・女性の活躍とワークライフバランスを推進する企業の合同説明会」 
     平成２８年１２月１５日  梅田クリスタルホール 参加企業４８社 参加者数１１７人 
  ・「第２回新規高等学校卒業予定者合同求人説明会」  
     平成２９年２月１日  阿倍野区民センター 参加企業３０社 参加者数１０１人 
 
○ユースエール認定企業 認定：６社 (平成２９年１月末現在） 
  引き続き制度の周知を図り、若者の適職選択を促進するとともに、企業が求める人材の 
  円滑な採用を支援する。 
 
〇 若者応援宣言企業 目標：大阪７００社 実績：４６１社 進捗率６５．９％  (平成２９年１月末現在） 

 

 
 

新規学卒者の就職内定率 

 新規高等学校卒業予定者 
 合同求人説明会  

※担当者制による相談風景 
－２３－ 



【女性に対する雇用対策の推進】 

－２４－ 

職業安定の分野 

○ マザーズハローワーク事業の推進 

 □ マザーズハローワーク 
     〔難波・堺〕 
 □ マザーズコーナー  
    〔梅田（H28.4.1～）、布施、千里、泉大津、枚方、高槻〕 

担当者制による職業相談 

 阪神電車「HANSHIN女性応援プロジェクトと大阪マザーズハ
ローワーク、梅田マザーズコーナーとがコラボ。 
 子育てとの両立が図りやすい会社とのミニ面接会、ベビーマッ
サージ＆お母さんの交流会を実施。 
 

ハローワークプラザ難波内に「女性活躍応援 
コーナー」を設置（H28.1.12） 

○ 女性活躍応援コーナーにおける取組 

〔窓口での相談の様子〕 

女性活躍応援コーナー開設1周年記念 
イベントを実施（H29.1.16～21） 

〔支援サービス内容〕 
・女性のキャリアステージにおける様々な課題 
に対応したきめ細やかな就職支援 
・女性専門家（弁護士、社会保険労務士、臨床 
心理士）による女性のための相談 
・女性のニーズに応える多彩なセミナーの実施 等 

ハローワーク布施移転記念イベント「就活福袋イベント10連発」 
において、「モノづくり女子応援セミナー＆面接会」を実施。 

ハローワークの新規求職者数における女性割合は 
上昇傾向。 

「就職活動に役立つ ホテリエ流ファーストインプ 
レッション」 
 ホテル業界の人事部の方を講師に招き、「一瞬 
の印象を最高にする極意」についての講義。 



【障害者・高年齢者雇用対策の推進】 

【障害者の雇用対策】 

－２５－ 

職業安定の分野 

【高年齢者の雇用対策】 

○ハローワークにおける障害者就職件数（平成28年12月現在） 
   ５，６７０件（前年同期比：＋１１．２％） 
 

37,004.5  

39,217.0  
40,438.5  
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43,121.0 
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障害者の数 実雇用率 

障害者実雇用率と雇用されている障害者の数 

○民間企業に雇用されている障害者の数は、１３年連続過去最高を 更新 
  （平成２８年度 ‥４３，１２１．０人） 
○事業主指導のローラー作戦を実施し、一層の障害者雇用の促進に努めている 
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(4～12月) 

ハローワークにおける就職件数 (千人) 

※各年６月１日現在 

〇 65歳までの高年齢者雇用確保措置の実施状況 〇 65歳以上の高年齢者への就職支援強化 

 平成２８年度からハローワーク大阪東・ハローワーク梅
田に設置した『生涯現役支援窓口』を中心に、６５歳以上
の高年齢者への就職支援の取組を強化している。 

生涯現役支援窓口でのチーム支援を受けた 

   ６５歳以上の就職率 ５１.０％！！（１２月末現在） 

 （参考：ハローワークでの６５歳以上の就職率（全数）２４.２％） 

  （１２月末現在） 

９９．８％の企業が65歳までの雇用確保措置を実施済み。 
 前年より０．５Ｐ上昇！！    全国平均を０．３Ｐ上回る！！ 

高年齢者雇用確保措置実施状況の推移（大阪） 



【外国人雇用対策の推進】 

－２６－ 

職業安定の分野 

【職業訓練を活用した就職支援】 

○外国人求職者の専門相談員及び通訳を配置し、適格な職業紹介、職業指導等の推進を図る。 
 ・大阪外国人雇用サービスセンター  新規求職 ４，８６８件（前年同期比５．５％増） （１２月末現在） 
                           就職件数   ８２８件（前年同期比３．０％減） （１２月末現在） 
 
○大阪外国人雇用サービスセンターを中心に、「専門的・技術的分野」での外国人労働者の就業促進を 
 図るとともに、大阪新卒応援ハローワークと連携し外国人留学生の国内就職促進のため大阪留学生 
 ビジネスインターンシップや外国人留学生就職面接会の開催など効果的な支援を実施。 
  ・「外国人留学生就職面接会２０１６」 平成２８年１１月１６日開催 （OMMビル２階展示ホールA） 
    参加企業 ３９社  参加留学生 ３９１人 内定者数 ３９名（Ｈ２９．１．３１現在）   
  ・大阪留学生ビジネスインターンシップ  Ｈ２８年(夏期)  受入企業 ２８社 参加学生５１人 
  
○外国人労働者の適正な受け入れ推進、不法就労防止についての周知・啓発及び外国人雇用状況届出 
 制度の周知・徹底を図り、外国人指針に基づく事業主指導を計画的・効果的に実施。 
  ・「外国人労働者雇用啓発セミナー」 平成２８年６月１６日開催 （ドーンセンター）  参加者 ４１７人 
  ・外国人雇用事業主訪問指導  年間目標数 ９００件  実績（１２月末） ６９７件（達成率７７．４％）    

外国人留学生就職面接会２０１６の様子 

若者・女性等に対する職業訓練を活用した支援の強化   
  
 
  
 平成２８年４月より、わかものハローワーク・マザーズハローワークにおいて、職業スキルの向上を必要とする 
方に対し適切に訓練情報を提供出来るよう、職業訓練相談を開始。 
 また、更なるあっせん機能の強化として、職業訓練受講給付金の支給業務を行う施設を拡充し、職業訓練相談・ 
受講あっせん・職業訓練受講給付金支給・訓練受講後の就職支援までワンストップでの支援を推進。 
【ワンストップ支援施設】 
・大阪マザーズハローワーク （平成２８年４月～）  ・あべのわかものハローワーク （平成２９年４月～※予定） 
 
 
 平成２８年１０月以降、子育て中の女性等に職業訓練を受ける機会を十分に確保するため、短時間（１日４～６時間）の訓練コースや託児
サービス支援付訓練コースを設定。 
【設定実績（平成２９年１月末現在）】  
 ・短時間コース １コース（定員１４名）   ・託児サービス支援付コース ４コース（定員６７名） 

わかものハローワーク・マザーズハローワークの機能強化 

子育て女性等に配慮した新たな職業訓練の実施 



 
 
●派遣労働者からの苦情・相談（４～１２月） ＊四半期毎に集計 
        ４９１件（前年同期  ５０７件） 
 
 ※指導監督が必要な事案についてはできる限り早期に全て対応 
 

 
 
●指導監督の状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●集団指導（許可申請・届出受理後説明会）の実績については、 
  左記アに掲載。 
 
●行政処分の実績（次ページに掲載） 
 

 

 

 

 

 
 
●新規事業説明会（４～１月）  
  労働者派遣事業   １０回  １０８人（前年同期  ８回 ７２人） 
  職業紹介事業      １０回   ８２人（前年同期  ９回 ５４人） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●許可申請・届出受理後説明会（４月～１月） 
  労働者派遣事業 ２０回  ４５５事業所 
              （前年同期  ３１回  ６４２事業所） 
  職業紹介事業   ２０回  ３８１事業所 
              （前年同期  ２０回 ２９２事業所） 
 
●労働者派遣セミナー（４月～１月） 
   １３回  ２７２人（前年同期  ６回 ９０人） 
 
●平成２４年・２７年改正労働者派遣法に係るセミナー（１２月～１月） 
    ８回  ６７９事業所 
 
●業界団体等への講師派遣状況（４月～１月） 
    ７団体  ８回  ６０２人 （前年同期  １６団体 ２２回 ９１６人） 
 
 

 

 

 

 

 

労働者派遣事業等の適正な運営の確保 

－２７－ 

需給調整事業の分野 

ア 許可申請・届出事業者及び派遣労働者への法制度の周知徹底 イ 許可申請・届出に対する適切な調査確認 

ウ 労働者派遣法、職業安定法等の遵守徹底 

エ 派遣労働者に対する積極的な支援等 

平成２８年度（４月～１月） 前年度同期 

職業紹介事業（個別指導） １４５件 １３３件 

労働者派遣事業 派遣元 ５３６件 ４６１件 

（個別指導） 派遣先 ３７件 ４４件 

請負関係事業（個別指導） １０４件 １０１件 
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職業紹介事業許可・届出件数（新規） 労働者派遣事業許可・届出件数（新規）*2 

職業紹介事業所件数 労働者派遣事業所 

労働者派遣事業・職業紹介事業の事業所数と新規許可・届出件数（大阪） 
（件） （所） 

*1 平成28年度は、平成29年1月末現在の数値である 
*2 平成27年9月法改正により届出制が廃止されすべて許可制となる 



需給調整事業の分野 

労働者派遣事業等の適正な運営の確保 

平成２８年度大阪労働局需給調整事業部 行政処分一覧表（平成２９年１月末現在） 

処分日 処分内容 処分理由 備考 

労働者派遣事業主 
A社 

平成２８年９月２３日 労働者派遣事業改善命令 

次の①から③の法違反を行っていることが明
らかになったため。 
 

①派遣先の事業所、その他派遣就業の場所
の業務について、派遣先から派遣期間の抵
触日の通知を受けることなく労働者派遣契約
を締結したこと。 
 

②労働者派遣をしようとするときに、少なくとも
３名の派遣労働者に対し、就業条件の法定の
事項を書面交付等の方法により明示していな
いこと。 
 

③労働者派遣をするに際し、少なくとも３名の
派遣労働者について、法定の事項を派遣元
管理台帳に記載していないこと。 

当該事業主へは、平成２７年６
月１０日に労働者派遣を点検す
るよう是正指導を行ったが、同じ
態様の法違反を繰り返していた
ため、平成２８年３月２３日に再
度の是正・点検を行うよう文書
指導を行った。その後、是正、点
検が完了した旨の報告を受け、
平成２８年６月２０日に是正状況
の確認調査を行ったところ左記
の法違反が明らかになった。 

－２８－ 



 【労働保険適用徴収の分野における重点対策取組状況】 

労働保険料の収納率の維持・向上 

● 年度別労働保険料収納率（大阪） 
   収納率は、徴収決定額に占める収納額の割合です。 

● 実効ある滞納整理の実施 
   複数年にわたり滞納を繰り返している事業主や多額の労働保 
   険料を滞納している事業主等に対しては差押を実施しています。 

労働保険料の適正徴収を期するため、実効ある滞納整理を実施 

平成２８年度 
（２９年１月末） 

平成２７年度 平成２６年度 

徴収決定額 ２，３７６ 億円 ２，６８８ 億円 ２，６２７ 億円 

収納額 １，７３６ 億円 ２，６５２億円 ２，５８４ 億円 

収納率 
（ ）は全国 

７３．０６  ％ 
（７３．０８ ％） 

９８．６７ ％ 
（９８．５４ ％） 

９８．３６  ％ 
（９８．３１ ％） 

（参考） 平成２９年１月末 平成２８年１月末 平成２７年１月末 

徴収決定額 ２，３７６ 億円 ２，６８１ 億円 ２，６２１  億円 

収納額 １，７３６ 億円 １，９４８ 億円 １，８９１  億円 

収納率 
（ ）は全国 

７３．０６  ％ 
（７３．０８ ％） 

７２．６８  ％ 
（７２．７１ ％） 

７２．１５  ％ 
（７２．４６ ％） 

－ ２９ － 

労働保険 
適用徴収の分野 

平成２８年度 
（２９年１月末） 

平成２７年度 平成２６年度 

差押状況 ４２１ 件 
４２１件 

（全国 第１位） 
４４４件 

（全国 第１位） 

（参考） 平成２９年１月末 平成２８年１月末 平成２７年１月末 

差押状況 ４２１件 ３２３ 件 ３７１ 件 

平成28年度    
（29年1月末） 

平成27年度 
（28年1月末） 

平成2７年度 

手続指導による 
自主成立 

        
１０３４件 

 
 ８３５件 

        
１，００４件 

職権による成立
（自主成立を拒ん
だもの） 

 
   １２件 

 
   １７件 

 
   ３６件 

   （全国第１位） 

平成２８年度労働保険適用促進計画に基づき、局・署・所が一体と
なって取組を実施 

● 対策の取組実績 

 労働保険未手続事業一掃対策の推進 

201,768  204,101  206,677  210,634  213,605  

166,417  169,046  171,200  175,305  178,892  

0

100,000

200,000

300,000

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 

労災保険 

雇用保険 

● 労働保険適用事業場数の推移（大阪） 

2８年度（1月末) 


